
社会保障審議会介護給付費分科会 (第 71回 )議事次第

日時 :平成23年  2月  7日 (月 )

16時 00分から18時 00分まで

於 :グ ランドアーク半蔵門 (華の間 (3階 ))

議  題

1.区分支給限度基準額に関する調査結果について

2.要介護認定に係る有効期間の見直しについて

3.平成 24年度介護報酬改定に向けて



社保審一介護給付費分科会

区分支給限度基準額に関する調査結果の概要

目  的: 区分支給限度基準額を超えてサ=ビスを利用している者(以下「超過者」という。)及び区分支給限
｀

度基準額の7～9割程度サニビスを利用している者(以下「7～ 9割の者」という。)の実態を把握する。

対  象:全保険者 (市町村)から、平成22年 3月 分の超過者及び7～ 9割の者に関する情報を要介護 (要支

援)度別に1名 ずつ収集。

調査の内容:1.介護給付費明細書による利用状況
2.週間ケアプラン調査(市町村におけるケアプランの点検者による評価)

3.超過者又は7～ 9割の者の担当ケアマネジャーに対するアンケート
ロ世帯の状況、居住環境、介護者の状況、疾病の状況、

lヶ月間に利用したサ■ビス種類・量、負担額 等
/ イ

7ん 9割の者    (人 )超過者      (人 )

12,730



○調査結果の主な概要

1.介護給付費明細書調査
① サニビスの利用状況をみると、超過者及び7～ 9割の者ともに2種類以下のサービス利用が
8割以上を占めていた。

② また1利用しているサービスの種類では、訪間介護や通所介護など見守りを必要とするサT
ビスの利用が多く、訪間看護などの医療系サービスの利用が少なかつた。

③ 一方、全国のサ上ビス利用量の平均と比べると、医療系サニビスは利用量が同程度である
が、訪間介護や通所介護は利用量が多かつた。

2.週間ケアプラン調査
○ 超過者の週FHlケアプランの内容について、市町村におけるケアプランの点検者による評価で
は、「見直す余地がある」が9割であった。

3.アンケート調査 (担 当ケアマネジャーに対するアンケート)

① 利用者の日常生活の状況をみると、「薬の管理が必要」、「見守りが必要」、F歩行が困難」、
「おむつを使用している」の割合が高く、「胃ろう日経管栄養の管理」、「ドレーン中カテーテルの交
換口管理が必要」、「かく痰吸引が必要」等、医療的なケアを利用する者の割合は少なかつた。

② また、訪問介護のサービス利用内容をみると、身体介護に比べ、掃除、洗濯t調理・配膳等の
生活援助の利用が多かうた。    |

③ さらに、区分支給限度基準額を超えたケアプランを作成している理由をみると、「家族等で介
｀

護が補えないため」、「利用者本人や家族からの強い要望があるため」が多かつた:1



【介護給付費明細書調査】  ,
○居宅サニビスの利用状況(超過者)

別紙参照

① 全体の32.4%が 1種類、52,6%が 2種類のサービス利用であり、1種類のサTビス利用のうち通所介護は
10.5%、 短期入所サービ不は9.7%。 言方間介護は6.8%であった:

② 全体の利用状況では、通所介護(53.9%)、 訪問介護(48,5%)、 短期入所サービス(33.8%)の利用が多
かつた一方、通所リハビリテーション(18.8%)、 訪間看護(8,9%)、 訪問リハビリテーション(116%)の医療系
サービスの利用は少なかった6

③ 要介護1では 4ヾ2.4%が単独サ■ビスの利用であり、そのうち通所介護は25.50/o、 短期入所サニビスは8.2
%、 訪問介護は5.2%であった。

④ 要介護5では、26.6%が単独サTビスめ利用であり、そのうち訪問介護は14.80/o、 通所介護は3.4%、 短期
入所サービスは3.4%であった。                                :

O利用者別のサービス利用状況(利用単位数割合で表記)

【全体】 【要介護 1】 【要介護 5】
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① 全体の34.5%が 1種類、ら1.6%が 2種類のサービス利用であり、1種類のサービス利用のうち通所介護は
15.0%、 訪問介護は6.1%、 短期入所サービスは4.4%であつた。       /     :

② 全体の利用状況では、通所介護(58.10/0)、 訪問介護(45.1%)の 利用が多かった一方、訪間看護(10:9
0/o)、 訪間リハビリテーション(2.4%)の医療系サニビスの利用は少なかつた。

③ 要介護¬では、47.9%が単独サービスの利用であり、そのうち通所介護は28:2%、 訪問介護は9.3%、 短
期入所サ■ビスは2:0%であつた。                      |

④ 要介護5では、31.5%が単独サービスの利用であり、そのうち通所介護は8.5%、 短期入所サ■ビスは
7.3%、 訪問介護は6.9%であった。

○利用者別のサービス利用状況 (利用単位数割合で表記 )

○居宅サニビスの利用状況 (7～ 9割の者)
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○全国のサ■ビス利用量の平均(介護給付費実態調査結果)との比較

01人当たりの単位数をサービス種類別にみると、訪間看護などの医療系サービスの単位数は
全国のサ∵ビス利用量の平均(給イ寸費実態調査結果)とほとんど変わらないが、訪問介護、通所
介護等の単位数は全国のサービス利用量の平均より多かつた。

1人当たりの単位数 (要介護1) 1人 当たりの単位数 (要介護5)

00          1o′ ooo.o 20′ 000,0       30′ 000.0
0.0 10,0000 20′ 000.0

訪間介護

′     訪間入浴介護

通所介護

夜間対応型訪間介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護

訪問看護

訪間 リハ ビリテーション

通所 リハ ビリテーション

福祉用具貸与

居宅療養管理指導

訪問介護

訪間入浴介護

通所介護

夜間対応型訪間介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護

訪間看護

訪間 リハビリテーショシ

通所 リハビリテーシヨン

福祉用具貸与

居宅療養管理指導

回 超過者 ロフ～9割の者

複数回答

Ｅ
Ｕ

全国平均 (介 護給付費実態調査結果)



① 今回収集した、超過者の週間ケアプランの内容に関して、市町村においてケアプランの点検口指
導及び実務を行つている方に評価をして頂いた。

② 評価者によると「サービスを提供する事業所が少ない地域である可能性」や「サービスの具体
的な提供内容」、「家族関係」などの詳細な情報が不足している状況であるが、「見直す余地が
ある」ケアプランが9害1とのこと。
そのうち、「提供量が多すぎるサービスがある」、「提供量が不足しているサービスがある」ケア

プランがそれぞれ半数以上とのこと:

③ 看護師である評価者によると、「提供量が多すぎるサービスがある」ケアプランが約9割、「提供
量が不足しているサ‐ビスがある」ケアプランが約6割とのこと。
サービス別にみると、訪問介護や通所介護は提供量が多く、訪問看護は提供量が不足している

とのこと。

④ 社会福祉士・介護福祉士である評価者によると、看護師である評価者に比べ、「提供量が多す
ぎるサービスがある」ケアプランは少なく、「提供量が不足しているサービスあるJケアプランが6
害1とのこと。

サービス別にみるとt「訪間介護」、「言方間看護」は提供量が不足しているとのこと。

※ なおtサービス別にみると、訪間介護については、看護師である評価者によると「提供量が多
すぎる」、社会福祉士・介護福祉士である評価者によると「提供量が不足している」とのこと。
T方、訪間看護については、すべて|の評価者が「提供量が多すぎる」よりも「提供量が不足して

いる」との指摘が多い傾向であらた。

【週間ケアプラン調査】

・

６



○評価者からの意見 (抜粋 )

① 自立度を改善させるためのケアプランになうていないのではないか:

・ 利用者の自立を諦めているのか全体的に医療系のサ■ビスが少ないように思われる。
:全体的に福祉系のサTビスが多すぎて、利用者の自立を阻害している。このため利用者の自立

度はどんどん悪化していく1大況にあるのではないか。                等

② リハビリや訪問看護などの医療系サービスが少ないのではないか。
・ リハビリテーションを多く入れたいが、区分支給限度基準額の影響から、‐サ■ビス提供量を減ら

しているものがある。           |
日胃ろう口心疾患・呼吸器疾患があるのに訪間看護が全く提供されていないものがある。 等

~

③ 生活援助のサービス量が過多になっているのではないか。          1
日生活援助が多すぎる。重度の人なら分かるが、そうでない場合は何をやつているのかわからな

い 。                                                                 1

‐訪問介護は生活援助が多く、これでいいのか疑間がある。            .
・独居の利用者で、生活援助が長時間になつているケTスがある。独居の場合、生活スペースが

狭いはずなので、何をやうているかわからない。          ,       等

④ ケアプランが適切に作成されていないのではないか。
・モニタリングを行わず、以前からのケアプランを使い続けているケースもあるのではないか。
‐ケアプラン作成にあたって、本来は必要なサTビス量を提供する必要があるが、まずは慣れる

ため一日通所介護を利用してみましょうという状況もある6             等

７
′



(参考 )

ケアプラン見直し
の余地あり
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【アンケート調査】
○利用者の 日常生活等の状況

① l「薬の管理が必要J、「見守りが必要」、「歩行が困難」(「 おむつを使用している」の割合が高か
うた。

② 一方、「胃ろう・経管栄養の管理」、「ドレ■ン・カテ∵テルの交換・管理が必要」、「かく痰吸引が
必要」等、医療的なケアを利用する者の割合は少なく、区分支給限度基準額を超える直接の要因
となつていなかうた。    ‐         |

③「薬の管理が必要」、「見守りが必要」、「おむつを使用している」は、7～ 9割の者より、超過者
の方が割合が高かつた。         |

薬の管理が必要

見守りが必要

歩行が困1性

おむつを使用している

車杓子を利用している

寝たきりの状態

昼夜が逆転している

会話ができない

じよく痛の処世が必要

胃ろう・経管栄養の

管理が必要
ドレーン・カテーテルの

交換・管理が必要

かく痰吸引が必要

注力寸'点滴の管IIlが必要

気管切開をしている

人工呼吸器を

使用している

その他 20.1
・0

■

ｎ

υ

超過者 (N=4′ 752)ロ フ～9割 の者 (N=ラ ′978)



〇
一

○ 自立度を改善させるためのケアプランになっていないと思われるケアプラン く実例1)

1.介護度 要介護 1 2.年齢 8o歳代

3.性男1 女 4.所得段階 第2段階

5.認知症高齢者自立度 I 6.日 常生活自立度 A2
7.傷病等 調節疾患・廃用症候群、その他

.日 常生活等の状況 歩行困難、おむつ使用

9.同居家族等

(1)同居家族等

(2)主たる介護者  ‐

(3)主たる介護者の年齢

触居

なし

蟹じ

10.指摘事項
ケアプランの妥当性

過多のサニビス 不足のサービス
妥 当 見直し余地有

評価者A ○ こ所介護 訪間介護

評価者B ○ こ所介護

評価者C ○

評価者D ○ 通所介護

評価者の

主な意見

自立支援の取り組みが必要 :‐人暮らしに不安という理由だけで毎日デイサービスを

Fll用 しているのではあれば、サービス過多。

○週間ケアプラン
月 火 水 木 上 主な日常生活上の后勁
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○ リハビリテーションや訪間看護などの医療系サニビスが少ないと思われるケアプラン 〈実例2〉

4.所得段階
5.認知症高齢者自立度 6.日常生活自立度

。日常生活等の状 たきりの状態、歩行が困難、薬の管理が必要丁百むづを使用してい

9.同居家族等

(1)同居家族等
(2)主たる介護者

(3)主たる介護者の年齢
10:指摘事項

ケアプランの妥当性
過多のサービス 不足のサービス

直し余地有

護、通所リハ

所介護、訪間リハ、通

間看護、通所リハ

評価者の

主な意見

の可能性の検討。60歳代と若く、認知症 自立度 Iであれば、日常生活
の状況を回復するプランの必要性も考えられる。

○週間ケアプラン
火 赤 土 主な日常生産上の活動

深
夜

4:00

6:OO

8:00

10:00

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

4:00

早

朝
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午

後

:訪問介垂 l麦甲葉 ::::訪 問介工 :::: :訪 間介
=

一藪間訪
∵ 訪間

'壽

:lI 重い 所11

訪間介要 :::

:訪周倉講::1議申■義 ::露斬 姜 F載印

'華

:

夜

間
::議閂介菫 訪F.5ォ幸 :::: :1ギ嬌不妻 :|:轟関介註lil :尋門介季 ::: :訪閂介言

深

一ａ



●製

〇 生活援助のサービス量が過多になつていると思われるケアプラン 〈実例3)

1.介護度 要介護5 2.年齢 80歳代

3.1生男1 女 4.所得段階 第4段階

5.認知症高齢者 自立度 Ⅳ 6.日 常生活 自立度 C2

等 悩血管疾患 (脳卒中)、 関節疾患口廃用症候群、認知症

8.日 常生活等の状況 良たきりの状態、会話が出来ない、歩行が困難、車椅子を利用してい

る。見守りが必要 t薬の管理が必要、おむつを使用している

9.同居家族等

(1)同居家族等

(2)主たる介護者

(3)主たる介護者の年齢

配偶者、子供、子の配偶者

子供

50歳代

10.指摘事項

ケアプランの妥当性
過多のサービス 不足のサTビス

妥 当 見直し余地有

評価者∧ ○ 訪間介護 通所介護

評価者B ○ 訪間介護 通所介護

評価者C ○ こ所介護

評価者D ○ 訪間介護

評価者の

主な意見

介護者側の都合によるサービス導入ではないか。お手伝いさん的に支援していないか

見守りが必要なために家事援助が提供されている可能性あり。

D週間ケアプラン
火 水 土 日 主な日常生活上の活動

深
夜

阜

朝

4:00

6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

,8:00

20:00

22100

24:00

2:00

:::訪問介護:::

(疑辮 看″

訪問リハ

:主詠簡芥蓋:::

(身体3二着2)

:::訪蘭介護=て身体フ生活め

:::訪問介護 :::

0体 3三注意メ

午

一和
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
午

後

:::訪問介護 :::

(身体●生活3)

8:30起 床

:::訪間介護 ::

(身体5生活3

9:30朝食

:::訪 問介護
=義 体ブ生油 )

:::訪闘介護::

【身体4生活乏

=.ユ興νr)1_

::訪問看護 :

13:00思 合

17:00夕 食

夜

間
21:00就 寝

，
添

夜

ラ1設  鵬 鍔 親 諄 器 鑑 讐 器 篭 鴇
…

話 薮 蔵 舞 事 嘉 蓄 ― 一 一 ― 刊〔対応 。(家 政婦による入浴介助一月・全曜 14:00～



○訪間介護の利用状況 (1)<超過者>

① 身体介護に比べ、掃除、洗濯、調理「配膳等の生活援助が多く利用されており、
特に要介護度が軽い者で利用が多い傾向であった。

② 超過者、7ん 9割の者も同様の傾向であった。

健康チエック

|プト泄介助

食事介助

入浴介助

体位変換

移動・移乗の介助

起床・就寝介助

服薬介助

超過者の訪間介護の利用内容
100.0% 00% 200%

日常生活支援のための見守り

洗,“

ベッドメイク

衣類の・li理 等

調理・配‖1等

買い物・薬の受け取り

その他

日要介言【2(N=438)

複数回答

8%

7配
場

秘
頸

０

０

□要支援1(N=372) 日要支援2(N■146) 口]暑 f澪護1(N=357) 口要介護 3 (N=444) □要介証4(N=526) □要介護5(N=52ラ )



O訪問介護の利用状況(2)<7～ 9割の者>

健康チェック

排泄介助

食事介助

入浴介助

体位変換

移動・移乗の介助

起床・就寝介助

服薬介助

7γ 9割の者の訪間介護の利用内容

日常生活支援のための見守り

ベッドメイク

衣類の整理等

調l■・配‖舌等

買い物・薬の受け取り

その他

□要介護 1(N=554)□ 要介護 2(N=568)

14

回要支援¬(N=616) trg{lXz (N=672)

複数回答

口聾暑つ↑言L~3(N=586) □要介護 4(N=626) □要介護 5(N=717)



○区分支給限度基準額を超えたケアプランを作成している理由

① 区分支給限度基準額を超えたケァプランを作成している理由としては、「家族等で介護が補
えない」t「利用者本人や家族からめ強い要望があるため」の割合が高かつた。 :

② また、「利用者本人や家族が経済的に余裕があり自己負担を気にしないため」は24.30/oであ
った。

90(%)

利用者本人や家族が経済的に余裕があり
自己負担を気にしないため

訪間看護の利用が多いため

訪間リハビリの利用が多いため

利用者の認知症が進行しており、多くの
サービスが必要なため

利用者の状態像 (認知症を除く)か ら判断して、
多くのサービスが必要なため

家族等で介護が補えないため

利用者本人や家族からの強い要望があるため

障害福祉サービスを利用しているため

Ｅ
Ｕ

その他

複数回答



○まとめ

①
｀
超過者及び7～ 9割の者の週間ケアプランをみると、2種類以下のサービス利用の

ケアプランが多かった:また、利用しているサービスの種類では、訪間介護や通所介
護など見守りを必要とするサニビスの利用が多く、訪間看護などの医療系サTビスの
利用が少なかつた。
‐́介護サニビスの利用状況についても、全国のサービス利用量の平均と比べ、訪間
介護や通所介護はサTビス利用が多くなっていた。

② 超過者の週間ケアプランについて、市町村におけるケアプランの点検者による評価
によると、「見直す余地がある」との意見が9割であうた。
なお、看護師である評価者と社会福祉士口介護福祉士である評価者では、週間ケアプ

ランに対する意見が異なつていた。

③ 担当のケアマネジヤーに対するアンケT卜結果では、訪間介護のサービス利用内容
をみると、身体介護に比べ、生活援助め利用が多かつた。         |
また、「家族等で介護が補えなぃためJ、「不1用者本人や家族からの強い要望がある

ため」区分支給限度基準額を超えたケアプランを作成している例が多かつた。

○:区分支給限度基準額については、まず、ケアマネジメントの実態を踏まえた上で、議
論をするべきではないか。

16



社保審一介護給付費分科会

第71回 (H23.2.7) : 資料 2

介護保険法 (平成 9.年法律第 123号 )における妻介護認定及び要支援認定
(以下「要介護認定等」という。)には有効期間があり、その具体的期間につ   :

 ̈ しヽては厚生労働省令に萎任されているところ。｀  今般、F介護保険制度の見直しに関する意見」(平成 22年 11月 30日社会i 保障審議会介護保険部会取りまとめ)を踏まえ、要介護認定等に係る市町村あ
事務負担を軽減するため、要介護認定等の有効期間を延長する。    .

(参考)「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成22年 11月 3′ 0日社会保
:障審議会介護保険部会取り:ま とめ)

ら言言l卜量ま
'難

重要[JI害露肇量据省裁嘉苫ム是重言葉胸:農農磐/ 
の意見などを踏まぇて、事務の簡素化を速やかに実施すべきである。

介護保険法施行規則の一部を改正する省令案について

¬.改正の趣

2.改正の内

介護保険法施行規則 (平成11年厚生労働省令第361号。以下「令」としヽ
う。)に規定する有効期間の上限の一部を以下のとおり改正する。

日要介護状態区分の変更の認定を行った場合 :6か月→ 1・ 2か月 (令第38条 )

・票支援状態区分の変更の認定を行った場合16か月■12か月 (令第52条 )

・要支援認定の更新申請に対し要介護認定を行つた場合16か月→12か月 (令
第38条)  .

・要介護認定の更新申請に対し要支援認定を行つた場合:6か月→12か月 (令
第52条)       .       '

3.スケジューノ

施行 日 :平成 23年 4月 1日



要介護認定に係る有効期間の見直しについて

1口 基本的な考え方     1  1
0「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成22年 11月 oO日 社会保障審議会介護保険

部会取りまとめ)を踏まえt要介護認定等に係る市町村の事務負担を軽減する。

2.具体的内容
○介護保険法施行規則 (平成11年厚生労働省令第36号 )に規定する有効期間の上限の

一部を以下のとおり改正する。
｀

(具体的な対応案 )

申請区分等
原則の認定有

効期間

設定可能な認
定有効期間の

範囲

原則の認定有
効́期間
(改正後 )

設定可能な認
定有効期間の
範囲 (改正後 )

新規申請 6ヵ月 3～ 6ヵ 月 6ヵ 月 3～ 6ヵ 月

区分変更申請 6ヵ月 3～ 6ヵ 月

更
新
申
請

前回要支援 → 今回要支援 12ヵ 月 3～ 12ヵ月 12ヵ 月 3～ 12カ 月

前回要介護 → 今回要介護 12カ 月 3～ 24ヵ 月 12ヵ 月 3～ 24ヵ 月

前回要支援 → 今回要介護 6ヵ月 3～ 6ヵ 月 6ヵ 月

前回要介護 ム 今回要支援 6ヵ月 3～ 6ヵ 月
′

6ヵ 月



‐介護保険制度の見直しに関する意見 (抜粋 )

平成22年 11月 30自 社会保障審議会介護保険部会

当面t要介護認定に係る市町村の事務負担が

大きいとの指摘があることから、要介護、1要支

援をまたぐ際などの認定の有効期間の延長を

求める保険者の意見などを踏まえて、事務の簡
素化を速やかに実施すべきである:



|・

介護保険制度を取り巻く状況:



介護保険制度の実施状況

65歳以上被保険者数の推移
,65歳以上の被保険者数は、 10年で約730万 人 (34%)増 加。

2000年4月 末 2003年4月 末 2010年4月 末

被保険者数 2ヮ 165万人 2,398アテ″人 2,895アテ″人

ｎ
ｕ

カ増％３２『
Ｉ

′

ヽ

移
叔

錨

２ ６ ９

定

‐ｏ

認
よ

ヽ
―
―
＝
ノ

2000年4月 末 2003年4月 末 2010年4月 末

認定者数 218万人 348万人 487死デ″人

③ 要介護 (要支援)認定の申請件数
。要介護認定の申請件数は、9年で約 231万 件 (86%)増 加。

〔::i密
年から要

1諄
早
T千

定
?若

効押間を言12年
とし|ため、2698年の下年

間の申雪件贅警
2003年より少なくなっ

2000均三j責 2003有三J責 20108有手1責

申請件数 269天デイ牛 547死副牛 500天刑牛



要介護度別認定者数の推移

口要支援 u要支援1回 要支援2回 経過即 □要介護1圏 要介護2

回要介護3圃 要介護4ヽ日要介護5｀

H1214と H22:4の比較

計 123%

要
介
護 鼈

94%

86%

125%

117%

1

151%

要
支
援

1

(単位 :万人)

H12.4末  H13.4末 H14.4末 H15.4末 H16.4末 H17.4末 H18.4末 H19.4末 H20.4末 H21.4末 H22.4末

(出典 :介護保険事業状況報告 他)



サービス受給者数の推移

○ サービス受給者数は、10年で約254万人 (170%)増加。

○ 特に、居宅サービスの伸びが大きい。 (10年で203%増 )

(万人)

400 〒―ニーーーーーーーーー ーーー

100 1:一 ――――――一

403万人

2001-一――

170%増
(全体)

■2030/6増

(居宅)

294

149 百人

97
62%増
(施設)

鰈 檄2Ⅷ鼈栃 懺

４

二

８

三
■|‐ ■521‐ |

300 1_――――一=~――――――――――一―

0 キーーーーニ‐――______

2000年 4月 サービス分 2010年 14月 サービス分

□ 居宅サTビス(2009年 4月 サービス分は、介護予V3‐サービスを含む)歴地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む)

甲施設サニビス 出典 :介護保険事業状況報告
※介護予防サービス、地域密着型サ∵ビス及び地域密着型介護予防サービスは、20o5年の介護保険制度改正に伴って倉1設された.

※各サービス受給者の合計とサービス受給者数は端数調整のため一致しない:



介護保険の給付費の伸びの推移

(単位:兆円/年)
810

7.5

7.0

6.5

6.0

5。 5

5.0

4.5

4。 0

3.5

3.0

H12   H13   H14   H15   H16   H17   H18   H19

(注 1)平成20年度までは実績値(各年度介護保険事業状況報告より集計)

(注2)平成21年度及び平成22年度は予算額

H20   H21   H22
(年度)

―

― ― ―

|          |―
一 ― ―

~~~  |



介護保険給付費の構成について
平成2o年度介護保険給付費の内訳 平成20年度介護保険給付費(年額)の構成

給付費 (億円) 構成比(%)

居宅(介護予防)サービス 30,2282 ′
十

訪間サービス 8,0502

通所サービス 12,004.8

短期入所サニビス 2,9799 4.6

福祉用具・住宅改修サービス 2,0374 32

特定施設入居者生活介護 2,2658 3.5

介護予防支援・居宅介護支援 2,890.1 И
，

地 J或密着型(介護予防)サTビス 5,0818

夜間対応型訪間介護 73 00

認知症対応型通所介護 571.9

小規模多機能型居宅介護 4989 0.8

認知症対応型共同生活介護 3,3438 60

地域密着型特定施設入居者生活介護 34.1 01

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1258 0.2

施 没サービス 25,431 1 396

介護老人福祉施設 11,880,9

介護老人保健施設 9,289.4 И
竹

介護療養型医療施設 4,2609

特定入所者介護(介護予防)サービス 2,39618

高額介護(介護予防)サービス 1,0470

合計 64,1850 1000

2′ 396.8億円 1′ 047:0億円

菫居宅(介護予防)サービス

・ 施設サービス

」高額介護(介護予防)サービス

甲地域密着型(介護予防)サービス

=特定入所者介護(介護予防)サービス

(出典)平成20年度介護保険事業状況報告年報より



今後の介護保険を取り巻<状況について

①75歳以上高齢者の全人□に占める割合は増加していき、2055年には、25%を超える見込み。

2008年 2015年 2025年 2055年
75歳以上高齢者の害」含 10。 4% 13.1% 18。 2% 26:5%

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が剛
増加してい<。

(万人) 認知症高齢者数の推計 (括弧内は65歳以上人□対比)_

323万 人

378万 人  ‐―

(10.4%)

i__  (93%)
250万 人 ‐

(76%) 268方人
~~i (5:フ 0/o)|  ・―‐

149フランk

(63%)
79万 人|

(340/o)

―

――― 一―――――

―

l ― ―
―一―一―一 ―――¬

20024F 2015年 20254F

日常生活 自立度 Ⅱ以上 日常生活自立度Ⅲ以上

400

350

300

250

200

150

100

50

0

176万 人

(51■
0/o)_ 135万 人

(4.1%)

2045年

③世帯主が65歳以上の世帯のうち、単独世帯や
夫婦のみの世帯が増加してい<。

(万世帯)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

高齢世帯の推計
(括弧内は高齢世帯のうち単独世帯及び夫婦のみせ帯め割合)

2005年 2015年 2025+

世帯主が65歳 以上   単独世帯及び夫婦のみ世帯

1355フ5

851フ5

(62180/o)

1161万

(644%'

1267フラ|

(666%)

④ 首都圏をはじめとする都市部において、今後急速に高齢化が進む:

埼玉県 千葉県 神奈川県 秋田県 山形県 鹿児島県

2005年 3寺点での高齢者人□ 116万人 106万人 149万人 31万人 31万人 44万人

2015年時点での高齢者人□
(括弧内は増加率)

179万人
(+55%)

160万人
(+50%)

218万人
(+47%)

34万人
(+11° /。 )

34万人
(+10%)

48万人
(+10°/。 )



過去の介護報酬‖改定の経緯

平成15年改定

平成17年改定
(H17.10施行 )

平成18年改定

平成20年改定
(H20,5施イテ)

平成21年改定

○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援 (ケアマネジ
メント)の確立

○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価
○施設サービスの質の向上と適正化

○ 居住費 (滞在費)に関連する介護報酬の見直し
○食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費 (滞在費)及び食費に関連する運営基準等の

見直し

○ 中重度者への支援強化
○ 介護予防(リハビリテーションの推進
○地域包括ケア、認知症ケアの確立
○サービスの質の向上

○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

○療養病床の一層の転換促進を図るためt介護老人保
健施設等の基準の見直し

〇介護従事者の人材確保・処遇改善
○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

▲ 0.5%[▲ 2.4%]
※[]は平成17年 10月 改定分を
含む。

▲2.3%

3.0%



平成2‐1年介護報酬改定審議報告における指摘事項

の評価の導入

今改定では「介護福祉士割合」「常勤職員割合」「二定以上の勤続年数の職員割合」を暫定的に用いるが、サービスの
の評価が可能と考えられる指標について、早急に検討を進めることとする。

地域区分

今回は、地域の区分方法について見直しを行わないものとするが、今後、地域区分の在り方について検討することとする6

【施設ケアマネの在り方】
介護保険施設等に配置されている介護支援専門員の役割及び評価等の在り方について(引き続き検討を行う。

【訪問介護におけるサービス提供責任者の人員配置基準】
サービス提供責任者については、非常勤職員の登用を一定程度可能とする。人員配置基準については、施行後の状
況を検証し、必要な対応を行う。

訪問介護の報酬体系】
報酬体系の機能別再編について、行為内容の調査研究を引き続き実施し、次期報酬改定に向けて二定の結論が得ら
れるよう議論を行う。

【訪間リハの充実】
今後、さらに訪問リハビリテーションを拡充する方策について検討を行う。

【福祉用具の保険給付のあり方】 |

福祉用具の保険給付の在り方について:サニビス提供状況tメンテナンスの実態、有効性等について調査研究を行い、
「在り方検討会」において検1討し、必要な対応を行う。



つ確保】     |
tから、介護報酬上の評価を行う。なお、併‐

吉集し、認知症高齢者へのサ=ビスがよリー
実を図る:

3調査を踏まえ、補足給付について必要な本

3調査を踏まえ、介護サービス情報の公表f

雲調査】
の処遇改善につながっているかという点にて

サービスについての検証】
ついて、効果、効率性、普及・定着度合い舎

l

,行サービス種別の枠を超えて望ましい地域



社保審一介護給付費分科会

第71回 (量2j.2.7)il 石川委員提出資料

平成23年 2月 7日

全国市長会介護保険対策特別委員会委員長

`稲城市長 石川良一

「介護総量規制の緩和」に対する反対意見    ｀

今般より、この社会保障審議会介護給付費分科会において、平成24年度がらの制度改
正にあわせた介護報酬の見直しの議論が始まり、国民からは、介護サービスの質、量など

を総合的に勘案して、適正な介護報酬水準となることが期待されている`ところである。

また、政府は規制改革委員会において、経済論理を優先した成長戦略の観点から、多く
の弊害すら想定される「介護総量規制の緩和」を準めるための議論を進めている、と聞い

ている。仮に、一方的に「介護総量規制の緩和」を決めてしまうようなことがあれば、今
後の介護報酬に関する議論にも少なからず影響を与えるのではないか、と懸念するもので

ある。

政府の規制 口制度改革委員会ライフイノベーシ
.ョ
ンワーキンググループでは、「利用者

の自由な選択に資する観点から、一定以上のサTビスの質及び事業者間の適正な競争環境
が保たれることを前提に、長期的には介護総量規制を撤廃すべきであり、当面、有料老人
ホームなど特定施設における規制は撤廃し、現在の需給不均衡を是正すべきである。」と
の考え方を示し、規制緩和を進めようとしている。今後、これを「事業仕分け」と同様の

考えを導入した「規制仕分け」なるものによって、社会保障の観点からではなく、なかば

強引に決定してしまうのではないか、と危惧するものである:

私は、保険者の立場から、「介護総量規制は、これまで過剰な整備による給付費の増高
を抑制してきているほか、地域的偏在を防止する効果があり、保険者機能を発揮する上で
重要な権限である」と明確に主張してきた。

そもそも介護給付費は、公費 (税)と保険料で賄つており、有料老人ホニムなど特定施
設におぃても、地域の高齢者介護三―ズを語まえて、自治体の介護保険事業計画に基づき、
計画的に整備されるべきである。

なお、施設整備が進みにくいとの指摘があるが、これは例えば都市では地価が高いとい

つた(男Jな要因によるものが大きいものである。                 、
1                                             ｀

介護施設サービスにおいては、地域の介護ニーズに関わらずt偏 った整備が進むことは

好ましいものではない。まして、政府の政策として、地域づくりめ観点を無視した量の確

保を目指すことは、自治体 (保険者)と して決して容認できるものではないハ

この際、あらためて、介護総量規制の緩和についてはt強 く反対を表明する。



社保審一介護給付費分科会

第71回 (H23.2.7)l 齊藤委員提出資料

介護総量規制の緩和について

平成 23年 2月 7日

社会保障審議会介護給付費分科会

,           委員 齊藤 秀樹

(全国老人クラブ連合会)

1「介護 総 量規 制 の緩 和 」 に は慎 重 な対 応 を   :

(1)地方の判断と責任の範囲とすべき

「利用者の選択」、に資する制度設計は介護保険の根幹をなすもので尊重されなけ

ればならない6しかし、「需要と供給」を市場競争原理に委ねた場合t懸念 される

地域偏在、サービスの偏 り、給付費の急増等が生じた際の責任を都道府県・市町

村に求めるのは無理がある。介護分野における規制緩和は、住民参加による地域

主権の原則に則 り、地方の判断と責任において行なえる範囲とすべきと考える。

(2)「参酌標準の撤廃」後の検証をまず優先       ,     ‐

介護保険制度において 「参酌標準の撤廃」は、一定範囲の規制緩和である。都

道府県 F市町村は、利用者・住民 との合意のもとで、「施設系と在宅系サービスの

バランス」および 「負担 と給付のバランス」に配慮 した選択の幅が広が り、介護

保険事業計画に反映することが可能になったことは評価できる。  ,
地方の自由裁量に委ねる 「参酌標準の撤廃」がt適切な介護需要調査に基づ く

サービス量の需要と供給にどのような影響を及ばしたか等について、その効果の

有無を検証することが、まず優先すべきことである。           1

｀
2適 切な介護保険事業計画の策定

計画策定に当たつては、現場ニーズよりも財政への影響を避けるため、厳しい

規制を課す保険者が存在するとの指摘があり、総量規制緩和の理由づけともなっ

ている。このような指摘を謙虚に受け止め、保険者においては計画策定の前提と

なる介護需要調査の信頼性を高め、客観的な調査結果に基づき、利用者・住民と

ともに適切な計画策定が行われるよう地方分権機能を一層発揮する必要がある。

3弊 害克服の新たな仕組みづ <り

新規参入が妨げられ、サービスの質に対するインセンティブが阻害される弊害

は総量規制の課題である。積極的な情報開示、外部評価、利用者評価、事業者自

主規制、監査・立入 。改善指導の充実など、牽制体制の強化に努め、弊害を克服

する新たな仕組みづくりを事業者とともに構築し、質の向上に努める必要がある。



社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿

◎

23.2.7
氏   名 現 職

池 田 省 三 龍谷大学教授

石 川 良 二 全国市長会介護保険対策特別委員会委員長 (東京都稲城市長)

井 部 俊 子 日本看護協会副会長

大 島 伸 ― 国立長寿医療研究センター総長

※ 大 森   禰 東京大学名誉教授

勝 田 登 志 子 認知症の人と家族の会副代表理事

川 合 秀 治 全国老人保健施設協会会長

木 村 隆 次 日本薬剤師会常務理事・日本介護支援専門員協会会長

久 保 田 政 一 日本経済団体連合会専務理事

高 智 英 太 郎 健康保険組合連合会理事

※ 木 間 昭 子 高齢社会をよくする女性の会理事

小 林   岡1 全国健康保険協会理事長

齊 藤 秀 樹 全国老人クラブ連合会理事 口事務局長

篠 原 淳 子 日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長

武 久 洋 三 日本慢性期医療協会 (日 本療養病床協会)会長

田 中   滋 慶応義塾大学大学院教授

田 中 雅 子 日本介護福祉士会名誉会長

池 主 憲 夫 日本歯科医師会常務理事

中 田   清 全国老人福祉施設協議会会長

馬 袋 秀 男 民間介護事業推進委員会代表委員

※ 藤 原 忠 彦 全国町村会長 (長野県川上村長 )

三 上 裕 司 日本医師会常任理事

村 川 浩 一 日本社会事業大学教授

矢 田 立 郎 兵庫県国民健康保険団体連合会理事長 (神戸市長 )

( 50
※は社会保障審議会の委員
◎は分科会長
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